
1．はじめに

養護教諭は，専門的立場からすべての児童生徒の保
健及び環境衛生の実態を的確に把握し，疾病や情緒障
害，体力，栄養に関する問題等，心身の健康に問題を
持つ児童生徒の指導に当たり，また，健康な児童生徒
についても健康の増進に関する指導のみならず，一般
教員の行う日常の教育活動にも積極的に協力する役割
を持つものである 1)。
文部科学省は，養護教諭の職務内容を「1．学校保健
情報の把握に関すること」，「2．保健指導・保健学習に
関すること」，「3．救急処置及び救急体制に関するこ
と」，「4．健康相談活動に関すること」，「5．健康診断・
健康相談に関すること」，「6．学校環境衛生に関するこ
と」，「7．学校保健に関する各種計画・活動及びそれら

の運営への参画等に関すること」，「8．伝染病の予防に
関すること」，そして「9．保健室の運営に関すること」
と定めている 2)。また，1997年には保健体育審議会答
申で ｢養護教諭の新たな役割｣ について明らかにし，
養護教諭の職務としてヘルスカウンセリングに大きな
期待が寄せられた。その理由として，養護教諭は子ど
もの健康問題にいち早く気付くことのできる立場にあ
ることが挙げられる 3)。さらに，1998年に出された教
育職員免許法では，養護教諭が保健の授業を担当する
ことが可能となり，2008年には中央教育審議会におい
て｢ヘルスプロモーション｣の重要性も示された 4)。そ
の結果，学校現場で養護教諭の担う役割の重要性が増
し，学校になくてはならない存在となったが，同時に
養護教諭の職務が拡大した。
一方，現代社会における子どもの現状は，生活環境
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Abstract: In Japan, yogo teachers protect the health of students. As a general rule, as each school has 
only one yogo teacher, it is thought that a novice yogo teacher may be forced to deal with troubles 
single-handedly.

The present study aimed to understand the problems that a novice yogo teacher would face at school, 
and to identify methods for handling them. Semi-structured interviews were conducted from the end of 
July 2015 to the end of August 2015, with sixteen novice yogo teachers. All participants were females.

The following categories of challenges faced by novice yogo teachers were extracted from the data: 
[Confusion regarding the performance of her “first” duties in the new setting], [Experiencing a lack of 
skills], [Feeling frustrated], [Feeling embarrassed due to contacts with students and their parents with 
various backgrounds], and [Difficulty in collaborating with class teachers].

In addition, the following methods for dealing with these difficulties were identified: [Asking others 
for help], [Researching without asking others], and [Trying various measures]. However, some partici-
pants were also found to [Leave challenges unsolved]. Thus, the present study identified five categories 
of challenges faced by novice yogo teachers and four categories of methods for dealing these challenges.
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や心身の健康に関わる問題が多様化・複雑化している。
子どもたちが 1日の大半を過ごす学校現場では，夜型
生活による睡眠不足で授業に集中できない子どもや，
朝から不定愁訴を訴え保健室に来室する子どもが増え
るなど，生活習慣の乱れによる子どもの心身への影響
が問題となっている 5)。さらに子ども自身では解決が
難しい貧困や虐待についても今日の日本における子ど
もを取り巻く社会問題となっている 6)。また，いじめ
や不登校，暴力行為は，今もなお減少傾向がみられ
ず 7)，感情をうまくコントロールできないため些細な
ことでトラブルになり，いじめや暴力に至ってしまう
事案が増加している 8)。このような心身の不調を抱え
た子どもたちは，その行き場を求めて保健室に日々来
室する。新谷らは，「保健室は体調不良を前面に出して
行ける，その付き添いとして行ける，話をしに行ける，
ふらっと勉強以外のことで立ち寄れる等，学校の中で
最もいろいろな思いを語ったり，あるいは非言語的行
動によっても表したりできる場所として機能し，近年
ではたくさんの子ども達が出入りするようになった。」
と述べている 9)。また大谷は，「子どもたちは自由に話
ができる場所を求め，自分の話をじっくり聞いてくれ
る保健室を求めている。」と述べている 10)。こうした子
どもの現状から，より一層保健室の存在が重要となっ
ていることが確認できる。したがって，心身に悩みを
抱える子どもに適切な対応をするため，養護教諭の活
躍がますます期待されている。
しかし，山田らの研究では過重な勤務時間や仕事の
多さから養護教諭の多忙さが指摘されている 11)。文部
科学省が行った平成 25年度学校統計調査によると，養
護教諭の離職率は増加傾向にある。特に養護教諭に
なって3年以内の離職者が平成22年度学校統計調査に
比し 12％増加している。養護教諭は学校組織の中で
1人配置であることが多く，新任であっても 20年以上
働くベテランと同様に子どもの健康問題に対して，
1人で対応しなければならない。したがって，新任の
養護教諭は職務上の責任においてベテラン同様のこと

が求められる 12,13)。また，新任養護教諭は新しい職場
環境において不慣れな仕事に日々直面することが多
く，特にストレスとなるような困難を抱くことが多い
と推察される。しかし，現在まで養護教諭の職務全般
に関する研究は広く実施されているものの 14–16)新任養
護教諭に限定し，養護教諭が抱える困難とその対処に
関する研究は見当たらない。そこで，本研究では新任
養護教諭が抱える困難とその対処について明らかに
し，新任養護教諭を支援するための資料を得ることを
目的とした。

2．方　　法

1）研究デザイン
本研究は，質的内容分析の手法を取り入れた質的記
述的研究である。質的記述的研究とは，既知の理解で
は不十分な領域を理解するために対象を新たな視点か
らみることのできる研究であり 17)，理解したいと思っ
ている概念や現象について既存の理論が見当たらない
場合や，これまでにほとんど研究されていないものに
有効であるとされている 18)。また，目的に対し 2つ以
上の変数を関連付けたり，2つ以上のグループを比較
しないことが質的記述的研究の特徴である。したがっ
て，本研究においても量的研究のような比較はせず，
単一の現象について分析を行った。

2）概念枠組み
困難とは，意識化されたストレスである。本研究で
は新任養護教諭が学校で抱える困難を明らかにするた
め，Lazarusのストレス，対処と適応に関する理論的
枠組み（以下，ストレスとコーピングモデル）を参考
にした。なお Lazarusのストレスとコーピングモデル
は，生活上で経験する様々なストレッサーに対してそ
れをどのように受け止め（認知的行動），どのような対
処（コーピング）をするかによって心理的適応は異な
るというものであり，適応までの流れを表したもので
ある 19,20)。

図 1　本研究の概念枠組み．Lazarusのストレスとコーピングモデルより
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3）用語の定義
本研究で用いる用語は，Lazarusのストレスとコー
ピングモデルを参考に定義をした。「困難」は意識化さ
れたストレスであり，本研究の場合，新任養護教諭が
職務を遂行する際に妨げになるものとした。次に「対
処」とは，困難を克服しようとすることで，ストレス
反応を軽減する行動のこととした。

4）調査対象および期間
2015年度に専任として新規採用された養護教諭 16
名を対象とし，2015年 7月末～ 8月末の 1ヵ月の間に
実施した。

5）調査方法
本研究では，Snowball sampling（スノーボールサン
プリング法）にて参加協力の同意を得られた新任養護
教諭にインタビュー調査を行った。インタビューは筆
者が行い，対象者が指定した場所（主に対象者の勤務
する学校の保健室）で行った。個別に半構造化面接法
によるインタビューを 30分～ 1時間行うとともに，年
齢，養成課程，非常勤講師経験や臨時採用経験の有無
などの調査対象者の背景について自記式質問紙を用い
て情報収集を行った。インタビューは対象者に承諾の
上，ICレコーダーに録音した。インタビューガイドは
Lazarusのストレスとコーピングモデルの内容を養護
教諭に当てはめ作成した。
インタビュー内容は，4月から現在まで困難だと感
じたことの内容，困難を抱えた時期，困難なことに対
し実際に行った対処などを聞いた。

6）分析方法
インタビューで録音した内容を逐語録にまとめ，逐
語録から対象者の言葉の意味を変えることなく要約し
た。要約からコードにした後，コードの持つ意味を同
じ内容ごとに分類しサブカテゴリーにした。サブカテ
ゴリーの抽象度を高めることでカテゴリーにした。
また，質的内容分析を行うにあたり，データの信頼
性と妥当性を高めるため，養護教諭の職務を熟知して
いる者2名と質的研究者1名をスーパーバイザーとし，
研究者間で分析内容を共有するとともに，コードの内
容やカテゴリーについて繰り返し確認しながら検討を
行った。さらに，コードの持つ意味で少しでも不確か
さが残った場合は，対象者に確認をすることで内的妥
当性を高めるよう努めた。

7）倫理的配慮
研究対象者に対し，研究目的と方法，研究への参
加・不参加は自由であること，研究協力の同意を得ら

れた者に対し，研究協力は途中であっても辞退できる
こと，参加・不参加により不利益を被ることは一切な
いこと，匿名性の確保とプライバシーの保護について
文書と口頭にて説明を行った。本研究は日本体育大学
倫理委員会の承諾（承認番号：第 015－H15号）を得
て実施した。

3．結果および考察

対象者は女性の新任養護教諭 16名，平均年齢は 27.4
±6.6歳であった。

1）新任養護教諭が抱える困難
分析の結果，新任養護教諭が抱える困難として，カ
テゴリー 5個，サブカテゴリー 14個，コード 44個が
抽出された（表 2）。
以下，カテゴリーは【　】，サブカテゴリーは『　』，
コードは「　」，研究者の補足は（　）を用いて記載す
る。
新任養護教諭が抱える困難については 5カテゴリー

【新たな環境で“初めて”の業務を遂行することの困
惑】，【力量不足を実感】，【養護教諭間で生まれるフラ
ストレーション】，【様々な背景を抱えた子ども・保護
者対応への戸惑い】，【担任との連携を取ることの難し
さ】が明らかとなった。
新任養護教諭が抱える困難の考察では，質的内容分
析された 5つのカテゴリーに沿って考察を行うことと
する。
（1）【新たな環境で“初めて”の業務を遂行することの
困惑】
このカテゴリーにおける困難は，『着任早々の健診に
対する不安』，『未経験の事務処理に直面しての戸惑
い』，『予想外の校務分掌』を表している。
『着任早々の健診に対する不安』は，本研究において
新任養護教諭が抱える困難の中で最も多いコード数が
挙げられた。健康診断は，学校保健安全法施行規則で
毎年 6月 30日までに行うものと定められており 21)，多
くの学校では新年度早々の 4月初旬から実施されてい
る。したがって，健康診断は子どもの健康と安全を担
う養護教諭にとって重要な職務であるにも関わらず，
新任であっても養護教諭として着任してすぐに行わな
ければならない職務故に，困難を抱える要因となるこ
とが考えられる。
また，困難に関する他の要因として，次年度の健康
診断を前年度の養護教諭，つまり前任者が計画を行っ
ていることが挙げられる。すなわち，前任者が前年度
に次年度の健康診断のスケジュール調節や，校医との
打ち合わせを行っていることが困難に関する一要因と
なっていることが考えられる。したがって，前任者が
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事前に進めていた内容が数日または数時間の引き継ぎ
だけでは新任養護教諭にうまく伝わらず，困難を抱く
原因となることが示唆される。新任養護教諭は，前任
者との引き継ぎを前年度の 3月中に行っている場合が
多い。そこで，特に健康診断の経験の少ない新任養護
教諭は前任者に事細かく確認することや，タイムスケ
ジュールの調節の仕方や担任など一般教員への周知に
ついてアドバイスを受けることが大切である。しかし
ながら，本研究の結果から大学を卒業して間もない者
や臨時採用経験がない者には「前任者が健診の手順を
ノートに残してくれたが，細かいところでわからな
かったことが多く不安だった。」や「着任してすぐの仕
事が健康診断だったが，内容や手順がわからず先の見
通しが立たず泣きそうだった。」というコードが確認で
きた。この結果からも，養護教諭として健康診断を企
画運営することは不安であるといえる。一方，養護教
諭の職務だけではなく教員の職務は，実際に働いてみ
ないとわからないことが多いといった報告もされてい
る 22)。したがって，前任者は後任として新任養護教諭
が着任する場合には，引き継ぎの時間や日数を増やす
など，きめ細やかな引き継ぎを行うといった配慮が新
任養護教諭への援助となると考えられる。また，今回
の結果から臨時採用経験がある者であっても健康診断
に困難を感じていることが確認された。その理由とし
て，以前の勤務校で健康診断に関わったことがある場

合でも，着任した学校では初めての健康診断であるた
め困難を抱くと推察される。本研究では，健康診断に
ついての困難の対処として「前任者に電話をして相談
した。」と 4名から回答が得られた。つまり，この 4名
には着任後に引き継ぎの際には出てこなかった疑問点
が生まれ，4月に前任者に電話をすることで困難に対
処していた。さらに，前任者以外の相談などをしやす
い教員に「聞く」という行動を起こすことによって，
1人で抱えずに対処していることが明らかになった。
健康診断における測定方法などについては，事前に
把握できているのはもちろんであるが，健康診断を医
療系企業に委託している学校も見受けられるなど引き
継ぎをしなければわからないこともある。さらに，1日
で健康診断のすべての測定項目を実施する学校もあれ
ば数日に分けて行う学校もあり，健康診断には学校独
自の進め方がある。したがって，養護教諭は管理職を
はじめとして全教員，そして事務職員などとも連携を
取り，確認事項を共通理解することが求められる。健
康診断は地区独自の事後措置の仕方が存在するため，
健康診断に関しては周囲の学校の養護教諭に尋ねるこ
とが最も信頼できる対処方法であると考えられる。ま
た，「初めての夕会（職員会議）で健診の実施案につい
て言わないといけなかった。全職員の前で報告しなけ
ればならず全てが緊張と迷いと不安だった。」や「大規
模校で教職員が多く，会議で全職員に健診に関する情

表 1　対象者のプロフィール
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表 2　新任養護教諭が抱える困難に関するカテゴリー分類
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報の共通理解や周知するのが難しかった。」というコー
ドから確認できる通り，健康診断を円滑に進めるため
には，書類上の不備や受診漏れのないように全教員に
周知することが養護教諭として重要な役割である。し
かし，これらのコードから新任養護教諭は人前で話す
ことに慣れておらず，健康診断に関して説明すること
に自信がないことが見受けられる。これに関しては，
「（職員会議での）発言の仕方は上手な先生のまねをし
てみた。」や「保健室での出来事は，（必要な時に）い
つ見てもわかるようメモをした。」などのコード（表 3）
から確認できるように，発言が得意な先生の模倣する
ことやメモを取るなどの工夫をすることで対処しよう
としていることが明らかとなった。つまり，工夫をし，
経験を重ねることで周知することや大人数の前に出る
ことに慣れてくると考えられる。
尾関らは，健康診断に関して「養護教諭の職務の中
でも保健管理の中核であることを示しており，それを
いかに教育としての内実を持たせうるかが課題であ
る。」と唱えている 23)。すなわち，新任養護教諭は健康
診断を企画運営し，円滑に測定を行えるように全力を
尽くし，その健康診断から得られた一人ひとりの結果
を把握し，個や集団で子どもに適切な事後指導を行う
ことが重要な職務であると考えられる。
『未経験の事務処理に直面しての戸惑い』について
は，「新しい場所なので，業務全般のやり方や事務的な
流れが右も左もわからず難しいと思った。」や「学校で
よく使われる用語（悉皆，夕会など）もわからず，と
にかくすべての業務に関して困った。」などのコードが
みられた。したがって，養護教諭は大学時代に講義や
養護実習では，事務処理の細かな進め方について教
わっていない，あるいは対象者である新任養護教諭自
身が習得できていない現状が推察された。新任養護教
諭は新しい環境でわからない事務内容が多いことが困
難を抱く要因となり，右も左もわからない状態から作
業を進めるために事務処理に時間が掛かってしまうこ
とも考えられる。上原の研究では，勤務年数を問わず
ベテランの養護教諭においても事務処理の多さに困惑
していることが報告されている 24)。さらに，畑山はそ
の事務処理の多さから養護教諭が多忙を感じているこ
とを報告している 25)。そこで，日頃から同じ地区の養
護教諭とネットワークを築くことや管理職とすぐに相
談できる関係を築くことで対処していくことが大切で
ある。一方，養護部会や研修会だけでなく養護教諭が
集うサークルなどに参加することも有効な手段であ
る。養護教諭のサークルでは，自分の勤務校の現状や
課題などを議題にあげ，養護教諭の勤務年数に関わら
ず若手からベテランの養護教諭が共に学びあう場とし
て活動している。サークルへの参加により，日頃から

相談のできる場を増やすことは，養護教諭として困難
を抱えたときにすぐに対処できるため，積極的に参加
することが望ましいと考える。
『予想外の校務分掌』に関しては，「特別支援委員会
の介助員さんや学生ボランティアの日程調節が大変
だった。」というコードが挙げられた。養護教諭は，学
校教育法第 37条 12項において「児童生徒の養護をつ
かさどる」とされている 2)。山田は，「養護をつかさど
る」という意味の曖昧さから，養護教諭が学校内の雑
務に介入させられていると指摘している 11)。また，畑
山も職務の曖昧さについて指摘している 25)。つまり，
職務の曖昧さから新任である養護教諭がこのような役
割を 1人で担っている可能性も示唆される。よって，
新任である養護教諭 1人に任せるのではなく，他の教
員も交え介助員やボランティアの日程調節などを検討
すべきであると考える。
（2）【力量不足を実感】
このカテゴリーにおける困難は，『自信のないまま行
う処置対応』，『未経験の指導の困難』を表している。
『自信のないまま行う処置対応』に関して養護教諭は
処置を行う際，内科的症状か外科的症状か，そして救
急を必要としているのか，軽度の症状かなどの見極め
を来室した子どもの訴えや表情，様子を観察し判断し
なければならない。今回，「怪我の処置の仕方。正直こ
れでいいのかなみたいな感じでやっていた。」や「急
遽，全日制の（海外）修学旅行に同行したが，生徒の
実態を知らない状態で離陸から到着まで過呼吸の生徒
が多く緊張した。」というコードがみられた。このこと
から，知識は備わっていても実際に子どもに処置する
ことに慣れていない現状や，対象者の知識・勉強不足
が窺えた。また，校種により保健室の利用目的が異な
るという報告 26)があることからも新任養護教諭は自
分の配属される勤務校種における来室理由の特徴を事
前に把握しておくことはもちろんのこと，実際に対応
できるようにしなければならない。特に，内科的症状
は対応の判断が難しい。空腹による腹痛や寝不足によ
る頭痛のみでなく，心の悩みなどを抱えている子ども
も多いことから，対応は慎重に行う必要がある。さら
に，近年では不定愁訴を訴える子どもが多い現状から，
特に養護教諭は子どもの心と体を一体として捉え，子
どもに寄り添い対応することも求められている 27)。し
たがって，養護教諭は子どもの健康を守るために内科
的症状と外科的症状のどちらの対応に関しても日頃か
ら実践的な勉強をしなければならない。本研究の結果
から，新任養護教諭はこのような困難に対し，研修や
本などで勉強し，周囲の養護教諭と情報共有すること
が多いことが確認された。
『未経験の指導の困難』に関しては，「月経指導など
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の保健指導の時に，うまく言葉が出てこなく（ベテラ
ンの先生と比べ）指導が自分は弱いと思った。」や「（成
績に関係ないと思っている 3学年 48人の）生徒をまと
めることに慣れておらず（校内の）保健委員会の活動
が大変。」というコードが挙げられた。これらの一要因
として，本研究の調査期間が採用されてから 4～ 5ヵ
月であったため，養護教諭として子どもに指導した経
験が少なかったことが考えられる。養護教諭は一般教
員と違い，毎日保健学習や保健指導を行っている学校
は見受けられない。つまり 1対 1で子どもに保健指導
を行うことは保健室において日々行われているが，集
団指導を行う機会は少ない。小林は「養護教諭が他の
教師と同様の教職性を身に付けることは大事なことで
あり，学校という組織の一員として協同に取り組んで
いける力量を養護教諭が持っていることは欠かせない
ことである。」として養護教諭の教員としての在り方に
ついて述べている 28)。したがって，指導に関する困難
の対処として，日頃から積極的に担任と行うティーム
ティーチングや保健指導や保健学習の時間を作り指導
を行っていくことが経験となり，新任養護教諭に自信
を与え，力量になっていくと示唆される。また，ベテ
ランの教員からアドバイスを受けることで新たな指導
法や考え方を学び，実際に子どもを指導する際に活か
せると考えられる。
（3）【養護教諭間で生まれるフラストレーション】
このカテゴリーにおける困難は，『複数配置が故に表
面化してきた業務分担の問題』，『複数配置の問題点と
課題』，『前任者との人間関係』を表している。
公立学校では，文部科学省の第 8次公立義務教育諸
学校教職員定数改善計画において小学校 801名以上，
中学校 751名以上が在籍した場合には養護教諭を 2名
配置することが望ましいとされている 29)。また，私立
学校においても複数配置や非常勤講師の配置をするな
ど独自の採用を行っている学校が見受けられる。しか
しながら，複数配置の場合には相方の養護教諭と方針
が合わないことや，養護教諭としての職務に対する意
識の違いが複数配置校の保健室運営を行っていく上で
トラブルを生んでいると報告されており 30,31)，養護教
諭として回避しなければならない問題である。本研究
の結果からも「1日同じ部屋で 2人きりで過ごすこと
自体，窮屈だと思える。」や「2人体制で相手の先生と
の分担が難しい。相手の先生が仕事の進行状況や割り
振りを言わないので，こちらから聞くしかないが聞く
と嫌な顔をされるから困っている。」など複数配置校の
問題が明らかとなった。しかし，先行研究では複数配
置の利点として困難に直面した時に相談できる養護教
諭が同じ学校内にいる重要さや，作業を 2人で行うこ
とで早く処理できることが報告されている 32)。した

がって，同じ養護教諭として，よい関係を築くことが
職務を円滑に進めることに繋がると推察される。複数
配置校の養護教諭は，子ども一人ひとりに一番適した
対応ができるよう 2人で考え，引き継ぎや打ち合わせ，
日々の業務分担を共に行う必要がある。
（4）【様々な背景を抱えた子ども・保護者対応への戸惑い】
このカテゴリーにおける困難は，『保護者とのやりと
りに慣れず神経を使う』，『貧困家庭の子どもへの支援
の困難さ』，『様々な背景を抱えた子ども対応への難し
さと葛藤』を表している。
『保護者とのやりとりに慣れず神経を使う』に関して
は，保護者から理解を得るためには，養護教諭は小さ
なことも担任と連携を取り，安心して学校に子どもを
預けてもらえるようにすることが重要である。先行研
究では，保護者は学校とかみ合わないことがあり困惑
していることが述べられている 33)。これらのことから，
教員側だけが保護者対応を困難としているわけではな
く，保護者も同様に学校側からの対応に困惑している
現状が考えられる。よって，子どもを支援していくた
めには，担任・養護教諭・保護者が一丸となることが
求められる。
『貧困家庭の子どもへの支援の困難さ』では「生活保
護家庭が多い地域のため，（受診勧告してもお金や仕事
を理由に受診させないなど）児童自身では解決できな
い問題が多いことが困難だった。」など貧困問題に対す
る内容が 3コード挙げられた。これらのコードから子
ども自身では解決が難しい貧困の問題が養護教諭の困
難に繋がっていることが確認できた。近年，子どもの
貧困が問題になっている。2014年の内閣府の調査によ
ると，現在の日本の貧困率は OECD加盟国 34か国中
10番目に高く，子どもがいる現役世帯のうち大人 1人
の世帯の相対的貧困率は OECD加盟国中最も高い結
果となり過去最悪な現状が明らかとなっている 34)。さ
らに，母子家庭は貧困率が突出して高いことが問題視
されていることや，貧困家庭の子どもは低学力や健康
格差，意欲格差を通して世代的に継承される可能性が
指摘されている 6)。一方で，養護教諭は心身の健康問
題に関しての対応を求められる立場にあることから，
貧困家庭の子どもの心と身体の変化を察知する必要が
あると考えられる。しかし，養護教諭が子どもに対し
てできるサポートには限界があると考えられるため，
保護者に対しても外部の専門機関に繋ぐなどの支援が
必要であると推察された。
『様々な背景を抱えた子ども対応への難しさと葛藤』
では，「生徒対応では複雑な家庭環境や心的に悩んでい
る子，さぼりにくる子などが多くいてその対応の塩梅
やバランスがわからず大変だった。自分の中での生徒
対応への方針が定まらず，戸惑い葛藤した。」や「問題
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児と言われている生徒に対し担任や学年の先生が理解
を示してくれない。先生方の態度が変わるとその子も
変わるのにな，と思うが初任者だから大きい口も出せ
ない。」など様々な問題が浮き彫りになっている。先行
研究では，特に若い教員は子どもと年齢が近いために
子どもの対応に苦戦することが報告されている 35,36)。
これらのことから，頼れる教員に相談することや，研
修会において同じ悩みを持つ養護教諭と意見を交換し
解決を図ることが重要だと考える。
今後，ますますこのような子どもの置かれている環
境や生活状況の悪化も考えられることから，養護教諭
として担任や学年の教員など教員同士の連携を大切に
し，子どもを支援していくことが必要である。
（5）【担任との連携を取ることの難しさ】
このカテゴリーにおける困難は，『子ども対応に必要
な担任との情報共有が不十分』，『子ども対応の優先及
び決定は担任や学年が行う』，『特別支援の子どもに関
する担任との連携』を表している。
『子ども対応に必要な担任との情報共有が不十分』で
は，担任との情報共有について述べている。養護教諭
は教員の中でも特殊な立ち位置であり，保健室で対応
することが主な職務である。しかし，一般教諭は教室
等で授業を行っているため，養護教諭は担任との連絡・
相談・報告を行うタイミングが難しく困難に繋がって
いると考えられる。また，本研究の対象者は，新任で
あることや養護教諭は基本的に 1人職種であることか
ら，日頃から教員間で連携を図っておくことや情報共
有できる関係性を作っておかなければならない。
小学校は学級担任が授業をすべて受け持ち，中学校，
高等学校では教科担任制である。今回の結果で「小学
校だと（担任は教室を離れられないので）保健室にい
る児童のことで情報共有したくてもする時間が無い。」
というコードからも確認できる通り，小学校では，担
任が常に授業を行っていることから，担任と連携を取
るタイミングが難しいと考える。したがって，担任に
すぐに伝えられない場合には，学年の教員や管理職に
報告しておくことで，1人で抱え込むことなく困難へ
の対処に繋がると考える。
また，「（担任や管理職への）連絡・報告・相談が一
番困っている。（保健室から離れられないのに）管理職
にすぐ情報をあげろと無理難題を言われることが多く
て難しい。」や「生徒対応は私だけでは決めかねる上
に，（保健室からの）情報が担任には伝わってなくて，
保護者とトラブルになることがある。」というコードも
挙げられた。海保らは，担任や教員同士，保護者との
連携を高めることで子どもに一番良い支援をできると
述べている 37)。したがって，養護教諭としてコミュニ
ケーション能力を高めて，積極的に連携を行う必要が

ある。
『子ども対応の優先及び決定は担任や学年が行う』で
は，「生徒指導に関する決断は担任や学年の教員である
ため養護教諭は決めることができない。生徒に曖昧な
ことしか言えないことが苦しい。」という養護教諭とし
ての葛藤を表している。このような時に，子どもにも
動揺が伝わらないよう，担任や学年の教員と普段から
連携を取り子どもにどのように伝えるかなども相談し
ておくことが対処になると考えられる。
『特別支援の子どもに関する担任との連携』に対して
は「特別支援的な児童に対しての担任が求める保健室
対応と（養護教諭である私の）保健室経営方針に違い
があって困難感を感じた。」や「特別支援の生徒の指導
について，担任や保護者（保護者自身気持ちの整理が
つかないなどのため）とうまく連携できない。」など支
援の相違が明らかとなった。現在，特別な配慮が必要
とされる子どもが年々増加している 38)。また，学校に
おいては特別支援学級の普及や通級も増えていること
や，特別支援の子どもをサポートする支援員が増えて
いることから，今後さらなる連携が求められてくると
推察する。

2）新任養護教諭が困難に直面した時の対処
新任養護教諭が行う対処として，カテゴリー 4個，
サブカテゴリー 16個，コード 48個が抽出された（表
3）。
新任養護教諭が行う困難への対処については 4カテ
ゴリー【自ら聞いて解決】，【自分で調べる】，【工夫を
凝らす】，【困難の継続】が明らかとなった。
新任養護教諭が行う困難への対処に関する考察で
は，質的内容分析された 4つのカテゴリーに沿って考
察を行うこととする。
（1）【自ら聞いて解決】
このカテゴリーは，困難への対処の方法として最も
多い 10サブカテゴリーから成り立っている。本研究の
結果から，対象者全員が困難における対処として，【自
ら聞いて解決】しており，サブカテゴリーである『複
数配置の相手に聞く』，『先輩養護教諭に聞く』，『養護
部会（研修）で聞く』，『前任者に聞く』，『自分の恩師
に聞く』，『子どもの担任に聞く』，『学年の教員に聞く』，
『管理職に聞く』，『聞きやすい教員に聞く』，『外部の担
当者に聞く』など，周囲に聞くことで対処しているこ
とが明らかとなった。
小林の研究では，養護教諭に職務上の成長のきっか
けとして関係のある出来事を調査した結果，個人的に
研修に参加したことが成長に関わりがあることを報告
している 28)。武田らは，31年以上養護教諭として働く
者においても職務の力量を高めるために，研修に積極
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的に参加して学んでいるが，経験年数が短い養護教諭
は書籍を購入し個人的に学習している者が多いことを
指摘している 39)。このことから，自分で勉強するだけ
でなく，新任養護教諭は講義形式で行われる研修会や
怪我などの処置の方法が学べる実践的な体験型の研修
会に参加するなど，積極的に研修会に足を運ぶことが
重要であると考えられる。つまり，研修会に参加する

ことで養護教諭として必要な力量を獲得し，困難への
対処方法を増やすことができると推察される。そして，
その研修会で養護教諭の仲間を増やすこともできるた
め，今よりも聞くことのできる存在を増やすことがで
きる。また，新谷は子どもの対応について養護教諭 1
人では限界があることを述べている。その中で，「その
子を取り巻く親や担任，養護教諭，全職員，そして，

表 3　困難に直面した時の対処に関するカテゴリー分類
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地域の他機関の人たちをも支援チームとして視野に入
れて学校体制の中で取り組んでいく必要を再確認し
た。」と連携の重要さを述べている 9)。したがって，連
携を行っていくうちに徐々に話しやすい教員を見つ
け，いつでも相談できる関係を作っておくことも重要
なことであると考えられる。
本研究の結果から，新任養護教諭は実際に働いてみ
ないとわからない職務が多いことが明らかになった。
そして，わからない職務を聞いて解決をしたいが，養
護教諭は基本的に各学校 1名しかいないため，困難を
解決する対処として沢山の人に聞いているということ
が特徴である。また，本研究の結果からは確認できな
かったが，小林は養護教諭が集まるサークルで相談し
解決することや，校医や教育委員会と連携を行うこと
が養護教諭の成長に影響があるとして報告されてい
る 40)。
これらのことから，新任養護教諭は困難なことに対
し 1人で抱え込まず，周囲に聞くことが何かしらの援
助となることが示唆された。
（2）【自分で調べる】
【自分で調べる】という対処のカテゴリーの特徴とし
て，対象者の抱えている困難は怪我に関することで
あった。この結果からも，怪我や病気については【自
分で調べる】ことで解決を図ろうとしていることが明
らかとなった。しかしながら，学校独自の方針やその
他の業務については【自分で調べる】ことで対処して
いることが確認できなかった。このことから【自ら聞
いて解決】する有効性があることが考えられる。
サブカテゴリーには『情報媒体を利用し調べる』と
命名したが，その情報媒体にはインターネット，本や
雑誌などが挙げられた。したがって，新任であるが故
の，知識の乏しさや，大学時代の勉強不足を補うため
に，新任養護教諭は日々学び続けることで知識量を増
やしていることが推察される。しかしながら，インター
ネットにおいては間違った情報も載っていることがあ
るため，その情報が正しいのかを確認し，情報を取捨
選択していく必要がある。その際，行政の機関などと
も連携し，相談をすることや調べてみることは正確な
情報を得る有効な手段であると考える。本研究の結果
から【自ら聞いて解決】だけではなく，【自分で調べ
る】ことでも養護教諭としての成長に繋がるのではな
いかと考える。
（3）【工夫を凝らす】
このカテゴリーからは『教員間の会話を聞く』，『子
どもの協力を得る』，『手本となる教員の模倣をする』，
『自分のやり方を見つける』というカテゴリーが挙げら
れた。
『教員間の会話を聞く』というサブカテゴリーから

は，「職員室での先生同士の会話から子どもに関する情
報を盗み聞きし，（気になっている子どもや困っている
ことの）情報を得る。」や「職員室で仕事しながら周囲
の先生が話す子どものことを盗み聞きして情報を集め
る。（校内の）情報を集めるなら職員室の方が断然集ま
る。」などというコードが見受けられた。このことか
ら，新任養護教諭は保健室のみでなく職員室で過ごす
時間を作ることで教員同士の会話から子どもの様子を
把握していることが明らかとなった。子どもたちの多
くは，学校にいるほとんどの時間を教室で過ごしてい
る。しかしながら，教室での様子だけではわからない
子どもの様子が非常に多いと考える。佐田らは，「保健
室は学校という空間の中で学習し評価される一般の教
室とは違った雰囲気を感じ，保健室を居場所として捉
える子どもが多い。そして養護教諭が行う健康相談活
動の中で教室では表せない，心に抱えているものを垣
間見せることも多い。」と述べている 41)。したがって，
学級や保健室での子どもの様子を養護教諭と担任をは
じめ，教員同士で共有することが大切であるといえる。
また『子どもの協力を得る』というサブカテゴリー
からは，「よく怪我する生徒は包帯の巻き方がうまいの
で，プライドを捨て（頼んで実験台になってもらい処
置を）やらせてもらった。」というコードが見受けられ
た。このコードから，新任養護教諭は怪我などの処置
に関して困難を抱いていることが確認され，その対処
として実際に子どもにお願いをして処置の練習を行っ
ていることが明らかとなった。
そして，『手本となる教員の模倣をする』というサブ
カテゴリーからは，「（職員会議での）発言の仕方は上
手な先生のまねをしてみた。」というコードが見受けら
れた。本研究では，新任養護教諭が抱える困難として，
他の教員に情報を周知できないということが挙げら
れ，その対処として模倣が挙げられた。養護教諭が 1
人職種であるが故に，他の教員に自分が情報を周知さ
せなければいけない現実がある。福岡らは，「様々な模
倣を行い取捨選択し，自分に合った方法を見つけ出す
ことは自らの方法として確立される。つまり，模倣は
テクニックの獲得の際に有効である。」と述べてい
る 42)。したがって，手本となるような教員を見つけ，
模倣することは新任養護教諭にとって困難への対処と
なり，成長に繋がる方法であると推察される。
最後に『自分のやり方を見つける』というサブカテ
ゴリーからは，「保健室での出来事は，（必要な時に）
いつ見てもわかるようメモをした。」や「毎朝提出する
健康カードなどは各クラスに自分が取りに行き，クラ
スの様子を見てくるようにしている。」などのコードが
確認された。メモを取ることは，その日起きた出来事
の詳細を忘れてしまっても見直すことができるため，
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養護教諭にとって重要な資料になることが予想され
る。したがって，同じような事例が起きたときに，前
回を振り返って対応することができる。また，頻回来
室する子どもの様子を書き留めることで，変化に気付
くことができ，その他の教員にも共有できる一資料と
なることが期待される。
石崎らは養護教諭が行う子どもの対応の工夫は，勤
務経験・研修経験・失敗経験などで得た経験値である
と述べている 43)。このことから，新任養護教諭は困難
を抱えることが多いが，それも勤務を通して成功経験
や失敗経験を繰り返し，養護教諭として力量をつけ，
研修などにも積極的に参加し常に学ぶことの重要さが
窺える。本研究の結果から，対処に関する具体的な方
法の中に先行研究からは得られなかった「職員室での
先生同士の会話から子どもに関する情報を盗み聞き
し，（気になっている子どもや困っていることの）情報
を得る。」や「（職員会議での）発言の仕方は上手な先
生のまねをしてみた。」というコードが抽出された。こ
れらの対処は，今後新任養護教諭の一助となることが
示唆された。
（4）【困難の継続】
困難の対処として『解決できない』というサブカテ
ゴリーが挙げられた。「（結局 1人で対応できないこと
は）複数配置のもう 1人の養護教諭が帰ってきてから
解決している。」や「職員会議で周知させることは（未
だ）解決していない。とりあえずやるしかないと思っ
てやっているが，失敗して怒られている。」，さらに
「（複数配置の相手の養護教諭）は，冷たい態度や教え
てくれないのでそういう先生だから仕方がないときっ
ぱり割り切った。」という発言がみられた。
これらのコードから，未だ解決できていない困難が
あることが確認された。これらの【困難の継続】は図
1において，不適応に当てはまると考える。すなわち，
対処できなかった困難は不適応となり再度同じ対処を
継続し困難の解消に努めるか，またはその対処が有効
ではなかったと判断し認知の段階に戻り，他の対処を
行うことで困難を解決することになる。よって，困難
への対処は多種多様であり，その場の状況に応じて適
切な対処を行うことが求められてくる。一方，畑山
は，養護教諭自身の心身の健康を保持することが重要
と述べており，過度に依頼される仕事などに断る力を
つけることも大切であると指摘している 25)。つまり，
養護教諭の職務を全うすることも大切であるが，困難
が継続する場合には自分自身を守るために，仕事がで
きない時やわからない時には助けを求めることも必要
である。
籠谷らは，「養護教諭は，1年目の新任であっても学
校に 1人配置であることが多く，たとえ知識や技術が

未熟でも，様々な局面で自ら重要な意思決定をしなけ
ればならない。」と述べている 44)。今後，このような
【困難の継続】という状況に対し，養護教諭として様々
な経験を積むことで抱えている困難が解決することも
考えられることから，積極的に本研究の結果から得ら
れた【自ら聞いて解決】や【自分で調べる】や【工夫を
凝らす】を行い続けることが重要であると考えられる。

4．まとめ

本研究では，新任養護教諭が学校現場で抱える困難
とその対処について明らかにすることを目的とした。
2015年度に新規採用された養護教諭 16名を対象とし，
2015年 7月末～ 8月末に半構造化面接法によるインタ
ビューを行った。
その結果，新任養護教諭が抱える困難として，【新た
な環境で “初めて”の業務を遂行することの困惑】，【力
量不足を実感】，【養護教諭間で生まれるフラストレー
ション】，【様々な背景を抱えた子ども・保護者対応へ
の戸惑い】，【担任との連携を取ることの難しさ】の 5
カテゴリーが抽出された。
また，困難に直面した時の対処として【自ら聞いて
解決】，【自分で調べる】，【工夫を凝らす】，【困難の継
続】の 4カテゴリーが抽出された。本研究では，対象
者全員が困難における対処として，【自ら聞いて解決】
していた。また，【困難の継続】という解決できていな
い現状も確認された。このことから，困難なことに対
し，悩みを 1人で抱え込まず，周囲に聞くことが何か
しらの援助となることが示唆された。今後，このよう
な【困難の継続】という状況に対し，養護教諭として
様々な経験を積むことで抱えている困難が解決するこ
とも考えられる。したがって，積極的に本研究の結果
から得られた【自ら聞いて解決】や【自分で調べる】
や【工夫を凝らす】を行い続けることが重要であると
考えられる。以上，本研究の結果から新任養護教諭が
抱える 5つの困難の内容が明らかとなり，その対処と
して 4つの方法が確認された。

5．本研究の限界と今後の課題

本研究で用いた，Snowball sampling（スノーボール
サンプリング法）は 1名の対象者から他者を紹介して
もらい，対象者数を増やしていく方法である。したがっ
て，対象者の特徴が類似する可能性がある。
一方，今回質的内容分析を採用し研究を進めたこと
により，新任養護教諭の抱える困難とその対処に関す
る仮説を見出すことができた。しかしながら，本研究
では量的な分析を一切行わなかったため，対象者の養
成課程別や校種別による比較分析はしなかった。さら
に，インタビュー調査を 7月末～ 8月末に行ったため，
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養護教諭の困難が着任して 4ヵ月～ 5ヵ月の時点で生
じたものと限定しなければならなかった点が本研究の
限界点である。
今後，本研究の結果から得られた困難の内容につい
て仮説検証を行うなど，一般化できるように検討する
とともに，新任だけでなく勤務年数を重ねることでの
養護教諭の困難とその対処について継続調査すること
が課題である。
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